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　会員企業皆様におかれましては、日頃より協会活動においてご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。　今般、令和5年３月１４日労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、令和５年１０月１日から施工することとされました。　その改正の趣旨、内容について下記のとおりとなっておりますので、皆さまにおかれましては、周知いただき、足場からの墜落・転落災害防止対策の徹底をお願い申し上げます。
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